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（３）レジリエントで安全・安心な社会の構築
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

頻発化・激甚化する自然災害に対し、先端ＩＣＴに加え、人文・社会科学の知見も活用した総合的な防災
力の発揮により、適切な避難行動等による逃げ遅れ被害の最小化、市民生活や経済の早期の復旧・復興が図
られるレジリエントな社会を構築する。これに加えて、必要なインフラの建設・維持管理・更新改良等を効
率的に実施することにより、機能や健全性を確保し、事故や災害のリスクを低減するなど、国土強靱化に係
る科学技術・イノベーションを活用した総合的な取組を推進する。 

さらに、多様化・高度化しつつ刻々と変化を続けるサイバー空間等の新たな領域における攻撃や、新たな
生物学的な脅威から、国民生活及び経済社会の安全・安心を確保する。 

世界的規模での地政学的な環境変化が起き、覇権争いの中核が科学技術・イノベーションとなっている現
況下にあって、科学技術・イノベーションが国家の在り様に与える影響はますます増大するとの認識の下、
産学官が連携し、分野横断的に先端技術の研究開発を推進し、安全・安心で強靱な社会の構築に貢献すると
ともに、国力の根源である重要な情報を守り切る。 

このような、レジリエントで安全・安心な社会を目指すため、様々な脅威に対する総合的な安全保障の実
現を通して、我が国の平和を保ち、国及び国民の安全・安心を確保するために、関係府省庁、産学官が連携
して我が国の高い技術力を結集するとともに、「知る」「育てる」「生かす」「守る」の視点が重要である。す
なわち、「『安全・安心』の実現に向けた科学技術・イノベーションの方向性」79に基づき、いかなる脅威
があるのか、あるいは脅威に対応できる技術を「知る」とともに、必要な技術をどのように「育てる」のか、
育てた技術をどのように社会実装し「生かす」のかを検討し、また、それらの技術について流出を防ぐ「守
る」取組を進める。具体的には、我が国が育てるべき重要技術分野の明確化及び重要技術への重点的な資源
配分を実施するとともに、我が国の技術的優越を確保・維持する観点や、研究開発成果の大量破壊兵器等へ
の転用防止といった観点から、適切な技術流出対策等を着実に実施する。これらにより、我が国にとっての
重要技術を守るとともに、我が国の研究セキュリティを確保し、総合的な安全保障を実現する。

【目標】 
・ 頻発化・激甚化する自然災害、新たな生物学的脅威などの国民生活及び経済社会への様々な脅威に関す

る社会的な不安を低減・払拭し、国民の安全・安心を確保する。

【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ 基盤的防災情報流通ネットワークＳＩＰ４D（Shared Information Platform for Disaster Management）

を活用した災害対応が可能な都道府県数：全都道府県（2023年）80

・ 防災チャットボット81の運用地方公共団体数：100以上（2023年）82

・ 2025年度目途に府省庁及び主要な地方公共団体・民間企業のインフラデータプラットフォーム間の連

79 2020年１月21日統合イノベーション戦略推進会議決定 
80 ＳＩＰ４Ｄと18県が連接済み、8県が連接に向けた開発、試験を実施中（2021年度末）。 
81 災害時に、ＳＮＳ上で、ＡＩを活用して人間に代わって自動的に被災者と対話するシステム。ＳＩＰ（第２期）研究開発課題「国家レジリ

エンス（防災・減災）の強化」（2018年度～2022年度）において研究開発を実施。 
82 57市町村（2021年度末） 
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携及び主要他分野とのデータ連携を完了83 
・ 2021年度にサイバーセキュリティ情報を国内で収集・生成・提供するためのシステム基盤を構築、産学

への開放を実施 
・ 生物学的脅威に対する対応力強化：2021年度より感染症に係る情報集約・分析・提供のためのシステム

を強化し、随時情報集約を実施。2022年度より、研究者の分析に基づくリスクコミュニケーションのた
めの情報を提供 

・ 新たなシンクタンク機能：2021年度より立ち上げ、2023年度を目途に組織設立84 
 
【現状データ】（参考指標） 
・ 自然災害による死者・行方不明者数：107人（2020年）85 
・ 自然災害による施設関係等被害額：約0.9兆円（2019年）86 
・ 短時間強雨（50mm/h以上）の年間発生回数：約327回／年（2012年～2021年平均）87 
・ 建設後50年以上経過するインフラの割合 （例）道路橋：約63％（2033年）88 
・ サイバー攻撃件数 （例）ランサムウェア：約6,113万件（2019年）89 
・ 感染症発生動向調査における感染症患者の報告件数 （例）結核：21,672件（2019年）90 
 
① 頻発化、激甚化する自然災害への対応 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇国際的な枠組みを踏まえた地震・津波

等に係る取組も含め、自然災害に対す
る予防、観測・予測、応急対応、復旧・
復興の各プロセスにおいて、気候変動
も考慮した対策水準の高度化に向け
た研究開発や、それに必要な観測体制
の強化や研究施設の整備等を進め、特
に先端ＩＣＴ等を活用したレジリエ
ンスの強化を重点的に実施する。組織
を越えた防災情報の相互流通を担う
ＳＩＰ４Ｄを核とした情報共有シス
テムの都道府県・市町村への展開を図
るとともに、地域の防災力の強化に取
り組むほか、データ統合・解析システ
ム（ＤＩＡＳ）を活用した地球環境ビ
ッグデータの利用による災害対応に
関する様々な場面での意思決定の支
援や、地理空間情報を高度に活用した
取組を関係府省間で連携させる統合
型G空間防災・減災システムの構築を
推進する。さらに、産官学民による災
害対応の更なる最適化支援及び自助・
共助・公助の取組に資する国民一人ひ

・災害情報の広域連携のため、全国の都
道府県防災情報担当者とのオンライ
ン会議を実施。ＳＩＰ４Ｄと各都道府
県の災害情報システムとの自動連接
は、18県において運用段階となってお
り、更に８県とは連接試験を実施又は
都道府県の災害情報システムをＳＩ
Ｐ４Ｄと連接可能になるよう開発中。 

・防災チャットボットについてはシステ
ムの機能向上を図るとともに、市町村
等で実証実験を実施。2021年度は57の
自治体で導入。 

・防災対策の科学的根拠となる気候変動
予測データの創出を実施するととも
に、ＤＩＡＳの長期的・安定的運用を
確立し、地球環境ビッグデータの利用
拡大等を推進。 

・第４期地理空間情報活用推進基本計画
(2022年３月18日閣議決定)において、
統合型G空間防災・減災システムの構
築の推進を重点的に取り組むべき施
策（シンボルプロジェクト）として位
置付け、府省間及び産学官民連携の上

・ＳＩＰ４Ｄと各都道府県の災害情報シ
ステムとの自動連接について、引き続
き、都道府県への働きかけを行うとと
もに、支援施策メニューに係る情報提
供等の取組を推進。【防災、科技、デジ】 

・防災チャットボットについては、引き
続き、システムの機能向上を図り、市
町村等での実証実験において検証を
行い、導入自治体の拡大を目指す。【防
災、科技、デジ、総】 

・改正後の福島復興再生特別措置法に基
づき、2022年夏を目途に福島国際研究
教育機構が中核的な役割を担う新産
業創出等研究開発基本計画を策定す
るとともに、2023年４月の機構の設立
に向けて、2022年度に設立準備を推
進。【復、関係府省】 

・気候変動下での防災・減災対策に向け
て、気候変動対策のインキュベーショ
ン機能を担うデータプラットフォー
ムであるＤＩＡＳの長期的・安定的な
運用、治水対策、サステナブルファイ
ナンス等に向けた科学的知見（気候変

                                                      
83 ４か所のデータベース・プラットフォーム間の連携を完了（2021年度末） 
84 2021年度より試行事業を開始しており、2023年度より本格的なシンクタンクを立ち上げることを目指している。 
85 内閣府「令和３年版 防災白書」（2021年６月公表） 
86 内閣府「令和３年版 防災白書」（2021年６月公表） 
87 気象庁「気候変動監視レポート2021」（2022年） https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html 
88 国土交通省「令和２年版 国土交通白書」（2021年６月公表） 
89ＩＰＡ「情報セキュリティ白書2020」（2020年９月公表） 
90 国立感染症研究所「感染症発生動向調査」（2019年）https://www.niid.go.jp/niid/ja/ydata/10064-ydata2019.html 



52 
 

とりとのリスクコミュニケーション
のための情報システムを充実するな
ど、災害対応のＤＸ化を推進する。そ
のため、ＳＩＰ４Ｄについて、2021年
度より都道府県災害情報システムと
の連接を順次実施する。また、防災チ
ャットボットについて、2023年度より
市町村及び住民との情報共有のため
のシステムの一部を稼働するととも
に、更なるシステムの充実に取り組
む。【科技、防災、関係府省、関係地
方公共団体】 

取り組む。 
・高密度観測等の最新技術を取り入れた

次期気象衛星（2023年度を目途に製造
に着手）を核とした観測網について検
討着手。 

・宇宙開発利用加速化戦略プログラムに
より、総務省との連携の下、次期気象
衛星を活用した宇宙環境モニタリン
グの技術開発を開始。 

・レジリエントな社会の実現に向け、例
えば災害の観測・予測に係る知見と災
害現場における対応に係る知見を組
み合わせることにより、複合・広域・
大規模災害等にも対応可能な災害対
応支援に資する総合知を活用した研
究開発の実施について検討中。 

・線状降水帯の早期把握や予測分析に資
する三次元降雨状況を瞬時に観測可
能なマルチパラメーターフェーズド
アレイ気象レーダーをはじめ、高精
度・高密度なリモートセンシング技術
によって観測された多様な分析に資
する膨大なデータを、災害時のみなら
ず平時においても円滑にデータ伝送
するための研究開発に着手。 

・防災・減災、国土強靱化のための５か
年加速化対策（2020年12月11日閣議決
定）に基づき、地震・津波の観測体制
を強化するため、南海トラフ海底地震
津波観測網の構築を推進。 

動予測データ、ハザード予測データ）
の創出及びその利活用までを想定し
た研究開発を一体的に実施。また、治
水対策、サステナブルファイナンス等
に向けた気候変動予測・ハザード予測
の利活用に関するガイドライン策定
に向けた検討を実施。【文、国】 

・第４期地理空間情報活用推進基本計画
に基づき、統合型Ｇ空間防災・減災シ
ステムの構築を推進し、激甚化・頻発
化する災害からの被害を軽減するた
め、地理空間情報を高度に活用した
「Ｇ空間防災技術」の社会実装を推
進。【地理空間、関係府省】 

・高密度観測等の最新技術を取り入れた
次期気象衛星（2023年度を目途に製造
に着手）を核とした観測網について、
引き続き検討。宇宙開発利用加速化戦
略プログラムにより、総務省との連携
の下、引き続き、次期気象衛星を活用
した宇宙環境モニタリングの技術開
発を実施。【国】 

・自然現象と社会現象の両面に対する防
災科学技術の特性に鑑み、レジリエン
トな社会の実現に向け、産学共創の
下、昨年度の研究開発内容に加え、新
たな情報プロダクツの生成や、デジタ
ルツイン等の先端技術に係る研究開
発等、災害対応ＤＸに関する研究開発
も含め、総合知を活用した研究開発を
実施。【文】 

・近年、激甚化する集中豪雨等による自
然災害の被害低減に資するべく、過去
に観測した膨大なリモートセンシン
グデータの傾向分析に基づくＡＩ等
を活用したデータ圧縮・復元技術を開
発するとともに、気象予測や情報公開
を行う幅広いユーザーニーズに基づ
いた適切なデータ提供技術の確立に
向けた研究開発を実施。【総】 

・切迫する南海トラフ地震の解明と防災
対策への活用のため、想定震源域のう
ち、まだ観測網を設置していない高知
県沖～日向灘において、南海トラフ海
底地震津波観測網の整備を引き続き
推進。【文】 

〇情報共有システムに係る研究基盤を
構築するとともに、人文・社会科学の
知見も活用した防災対策水準の評価
や避難者の行動心理分析、防災におけ
る社会的要請や課題の分析、防災技術
のベンチマーキングなどを踏まえた、
防災研究の全体俯瞰に基づく効率的・
効果的な研究開発投資及び社会実装
の取組を実施する。【科技、防災、関係
府省、関係地方公共団体】 

・政府関係部局及び有識者による検討会
を開催し、今後の防災研究の方向性
や、新たな防災分野の研究開発課題の
検討を実施。 

・次期ＳＩＰのターゲット領域「スマー
ト防災ネットワークの構築」のＦＳに
おいて、引き続き、新たな防災分野の
研究開発課題を具体的に検討。また、
中長期視点から、計画的、戦略的な研
究開発投資のための効果分析手法の
開発及び防災研究におけるニーズと
シーズの把握を実施。【防災、科技、関
係府省、関係地方公共団体】 
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② デジタル化等による効率的なインフラマネジメント 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇国土強靱化に向けた効率的なインフ

ラマネジメントを実現するため、公共
工事における先端技術の実装を進め
るとともに、各管理者におけるインフ
ラデータのデジタル化・３Ｄ化を順次
実施し、それらのデータを利活用する
ためのルール及びプラットフォーム
を整備する。【科技、国、関係府省】 

 

・ＰＲＩＳＭ公募により、公共事業にお
ける先端技術について2020年度計38
件、2021年度計29件を試行中。 

・国土交通データプラットフォームにつ
いて、直轄工事のＢＩＭ／ＣＩＭデー
タの一部や３D地形図・３D都市モデ
ル等との連携を新たに実施。 

・現場試行を踏まえ、試行技術集として
取りまとめて公表するとともに、全国
的な試行のための要領策定、各種基準
改定を実施。【国】 

・2022年度までに国・自治体・民間が保
有する国土・経済活動・自然現象に関
するデータと連携したプラットフォ
ームを構築。【国】 

・マスプロダクツを活用した排水ポンプ
など異分野融合による先進技術の現
場実証の実施。【国】 

・ＩｏＴ等を活用した水門・排水機場等
の管理・監視の高度化やデジタル技術
を活用した設備台帳の３次元データ
化へ向け、技術基準を整備。【国】 

・ＩＣＴ施工について、中小建設業への
普及拡大を行うとともに、機械からの
データの活用についても検討。【国】 

〇インフラ分野での連携型データプラ
ットフォームの構築に向け、2021年度
までに府省庁及び主要な地方公共団
体・民間企業のデータプラットフォー
ム間の連携のための環境を整備し、以
降、インフラ管理者間の連携を進める
とともに、国土強靱化その他の付加価
値創出に向け、防災分野、都市分野、
産業分野等とのデータ連携を実施す
る。【科技、関係府省】 

・2020年度までにデータ連携検討会を６
回実施し、連携型インフラデータプラ
ットフォームの構築に向け、基本コン
セプト・連携の枠組み・工程表につい
て整理。 

・モデル事業においてコネクタを実装
し、基本的枠組みの検証を実施。 

・各インフラ管理主体のプラットフォー
ム間のデータ連携における研究開発
課題について検討。【科技、関係府省】 

 
③ 攻撃が多様化・高度化するサイバー空間におけるセキュリティの確保 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇サイバー攻撃が多様化・高度化するな

ど、非連続な情勢変化が生じる中にあ
って、そのような変化に追従・適応す
る能力が必要となる。その観点を踏ま
え、攻撃に対する観測・予測・分析・
対処・情報共有等のための研究開発や
体制構築を実施する。具体的には、サ
イバーセキュリティ情報を国内で収
集・生成・提供するためのシステム基
盤を2021年度までに構築し、産学への
開放を進める。加えて、量子コンピュ
ータ時代に対応した高度な暗号技術
等の開発、サプライチェーンリスクへ
対応するための脆弱性や不正機能の
検知といった技術検証等を推進する。
【内閣官房、科技、総、経、関係府省】  

・試行的検証を含め、技術検証体制の構
築に向けた技術面での検討調査を実
施。 

・ＳＩＰの下では、サイバー・フィジカ
ル・セキュリティ対策基盤の構築に向
けて実証実験を実施中。 

・ＣＹＮＥＸの構築及び試験運用と安全
な無線通信サービスのための新世代
暗号技術に関する研究開発を開始。 

・我が国の企業がセキュリティ製品やセ
キュリティ検証サービスを安心して
利用できるよう、セキュリティ製品・
サービスの有効性や信頼性の確認に
向けた取組を実施。 

・サプライチェーンリスクに対応するた
めの技術検証体制を整え、検証の技術
動向や諸外国の検証体制・制度も踏ま
え、不正機能や当該機能につながり得
る未知の脆弱性が存在しないかどう
かの技術的検証を実施。【ＮＩＳＣ】 

・ＳＩＰの実証実験の成果を2022年度に
取りまとめ。【科技】 

・ＣＹＮＥＸについて、引き続き試験運
用を実施するとともに、その結果も踏
まえ、構築したシステム等を順次拡
張。【総】 

・安全な無線通信サービスのための新世
代暗号技術に関する研究開発を引き
続き実施。【総】 

・セキュリティ検証基盤の社会実装を進
めていくために、情報セキュリティサ
ービス審査登録制度に新たなサービ
ス区分を追加するなど、セキュリティ
事業者の信頼性を確保するための取
組や、ユーザーとのマッチング促進等
による検証ニーズの創出に向けた取
組を実施。【経】 
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④ 新たな生物学的な脅威への対応 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇新たな生物学的な脅威に対して、発生

の早期探知、流行状況の把握と予測、
予防・制御や国民とのリスクコミュニ
ケーション等に係る研究開発を推進
する。具体的には、2021年度より感染
症に係る情報集約・分析・提供のため
のシステムを強化し、随時情報集約を
実施する。また、2022年度より、研究
者の分析に基づくリスクコミュニケ
ーションのための情報を提供する。
【内閣官房、科技、厚、関係府省】 

・国立感染症研究所内にＥＯＣを設置
し、感染症に係る情報集約・分析・提
供及びリスクコミュニケーションに
係る以下の取組を実施。 

・東京オリンピック・パラリンピック期
間中（前後期間を含む。）、毎日関連情
報を取りまとめて日報として提供。 

・オミクロン株への対応として関連情報
の集約・分析を行い、感染研リスク評
価として公表。 

・2021年度から開始した取組において、
大規模イベント及び健康危機発生時
（現在進行中）における情報提供等を
継続的に実施しているところであり、
今後についても同取組を維持・継続。
【厚】 

 
⑤ 宇宙・海洋分野等の安全・安心への脅威への対応 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇宇宙分野や海洋分野を含むその他の

安全・安心への脅威に対し、国際的な
連携体制を確保しつつ、先端的な基盤
技術の研究開発や、それぞれの課題に
対応した研究開発と社会実装を実施
する。【内閣官房、科技、宇宙、海洋、
外、文、経、防、関係府省】 

・ＭＤＡの能力を強化し、我が国の広大
な排他的経済水域を最大限利用する
ために不可欠な海洋観測技術の高度
化・効率化に向けて、有人観測に加え、
無人観測技術の高度化については、基
礎的な研究開発を実施。 

・準天頂衛星初号機後継機を打ち上げる
など、準天頂衛星システム、情報収集
衛星、ＳＳＡ衛星、通信衛星等の宇宙
システムの開発、整備を着実に実施。 

・衛星コンステレーションを活用したＨ
ＧＶ探知・追尾システムの調査研究を
実施中。 

・軌道利用に関するルール整備につい
て、デブリ除去等の軌道上サービスを
行うにあたって共通に従うべき我が
国としてのガイドラインを制定。 

・宇宙システムのサイバーセキュリティ
対策のための民間企業向けガイドラ
インを開発。 

・宇宙システムに機能低下が発生した際
にどのように対応するかの模擬的な
訓練（机上演習）を関係府省等にて実
施。 

・多頻度での情報収集を行うため、民間
の小型衛星コンステレーションの利
用を開始。 

・広大な海域における無人観測技術の高
度化に向け、7,000m以深ＡＵＶ・ＲＯ
Ｖ等の個別の機器開発を進めるとと
もに、海及び空の無人機の連携や、海
底光ファイバケーブル等を活用する
ことにより、次世代の観測体制システ
ムを構築。【文】 

・準天頂衛星システム、情報収集衛星、
ＳＳＡ衛星等の宇宙システムの着実
な整備を推進するとともに、多頻度で
の情報収集を可能とする民間の小型
衛星コンステレーション等の利活用
の推進、ミサイル防衛のための衛星コ
ンステレーションについての検討、軌
道利用に関するルール整備、サイバー
セキュリティ対策を含めた宇宙シス
テム全体の機能保証の強化等に取り
組む。【宇宙、関係府省】 

 
⑥ 安全・安心確保のための「知る」「育てる」「生かす」「守る」取組 

安全・安心の実現のための重要な諸課題に対応し、科学技術の多義性を踏まえつつ、総合的な安全保障の基
盤となる科学技術力を強化するため、分野横断的な取組を実施する。緊急を要する課題については、順次、対
応方針を固め、既存事業との整理等を行いつつ、必要な取組を進める。 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇国民生活、社会経済に対する脅威の動

向の監視・観測・予測・分析、国内外
の研究開発動向把握や人文・社会科学
の知見も踏まえた課題分析を行う取
組を充実するため、安全・安心に関す
る新たなシンクタンク機能の体制を

・2021年秋に、本格的なシンクタンクの
立上げに向けた試行事業を政策研究
大学院大学において開始（「幅広調査
分析」及び「深掘調査分析」、政府との
密接な連携、厳格な情報管理等）。 

・2023年度を目途に本格的なシンクタン

・2022年度も引き続き、本格的なシンク
タンクの立上げに向けた試行事業に
おいて、「幅広調査分析」及び「深掘調
査分析」を試行的に実施予定。さらに、
将来の専門人材育成活動に必要なプ
ログラムやカリキュラム等も検討予
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構築し、今後の安全・安心に係る科学
技術戦略や重点的に開発すべき重要
技術等の政策提言を行う。そのため、
2021年度より新たなシンクタンク機
能を立ち上げ、2023年度を目途に組織
を設立し、政策提言を実施する。【内閣
官房、科技、関係府省】 

クを立ち上げるべく検討を実施。 定。【内閣官房、科技、関係府省】 
・2021年度から着手している試行事業の

結果も踏まえつつ、引き続き2023年度
目途に本格的なシンクタンクを立ち
上げるための検討を実施予定。【内閣
官房、科技、関係府省】 

〇新たなシンクタンク機能からの政策
提言を踏まえながら、必要に応じ研究
開発プログラムやファンディング等
と連動させて重点的な研究開発につ
なげる仕組みを構築する。明確な社会
実装の目標設定を含む研究開発プロ
グラムのマネジメントを実施する。
【内閣官房、科技、関係府省】 

・2021年度補正予算において、基金を活
用して重要技術の実用化に向けた強
力な支援を行う「経済安全保障重要技
術育成プログラム」を新たに創出する
ため、2,500億円を計上。ＪＳＴとＮＥ
ＤＯそれぞれ1,250億円の基金を造
成。 

・目利き人材による技術ニーズと技術シ
ーズのマッチングを推進。 

・関係府省と連携し、公募に必要な文書
の作成や、研究開発のビジョンや、テ
ーマを取りまとめて、2022年度中に最
初の公募を開始予定。また、先端的な
重要技術の育成を進めるプロジェク
トを早急に強化し、5,000億円規模と
することを目指して、実用化に向けた
強力な支援を実施。【内閣官房、科技、
関係府省】 

・関係府省と国研等の間で人と情報の交
流を増やし、人的ネットワークの拡大
を図り、科学技術の目利きができる人
材の育成に努める。【内閣官房、科技、
関係府省】 

〇研究活動の国際化、オープン化に伴
い、利益相反、責務相反、科学技術情
報等の流出等の懸念が顕在化しつつ
ある状況を踏まえ、基礎研究と応用開
発の違いに配慮しつつ、また、国際共
同研究の重要性も考慮に入れながら、
政府としての対応方針を検討し、2021
年に競争的研究費の公募や外国企業
との連携に係る指針等必要となるガ
イドライン等の整備を進める。特に研
究者が有すべき研究の健全性・公正性
（研究インテグリティ）の自律的確保
を支援すべく、国内外の研究コミュニ
ティとも連携して、2021年早期に、政
府としての対応の方向性を定める。こ
れらのガイドライン等については、各
研究機関や研究資金配分機関等の取
組状況を踏まえ、必要に応じて見直
す。【科技、文、経、関係府省】 

・各大学・研究機関等に「研究インテグ
リティの確保に係る対応方針」の周
知・連絡を実施。 

・研究者、所属機関等へ研究インテグリ
ティの確保に係る対応に関する説明
会を実施。 

・競争的研究費の適正な執行に関する共
通的なガイドラインを改定し、周知・
連絡を実施。 

・関連機関に対しガイドライン改定に関
する説明会を実施。 

・研究インテグリティに係る調査・分析
を実施。 

・研究インテグリティ確保のためのモデ
ルとなる体制・規程等の調査研究を実
施。 

・2021年度に決定した政府方針に基づ
き、研究者、大学・研究機関等、研究
資金配分機関等で進められている取
組状況を調査し、フォローアップを実
施するとともに、アカデミアと政府の
連携を強化。また、2023年に我が国が
Ｇ７議長国となることを見据え、安全
な国際研究協力を促すための研究セ
キュリティ・インテグリティの原則の
作成等について、Ｇ７での議論に我が
国が積極的に貢献。【科技、文、経、関
係府省】 

・研究者、所属機関等へ研究インテグリ
ティの確保に係る対応に関する説明
会・セミナーを引き続き開催。【科技、
文、経、関係府省】 

・2021年度の調査研究の結果を踏まえ、
モデルとなる体制・規程等を大学・研
究機関等へ周知・連絡。【文】 

〇我が国の技術的優越を確保・維持する
ため、重要技術の明確化、重視する技
術分野への重点的な資源配分、適切な
技術流出対策等を実施する。国際的な
技術流出問題の顕在化といった状況
を踏まえ、グローバルに知の交流促進
を図り、研究力、イノベーション力の
強化を進めることと、総合的な安全保
障を確保することを両立しつつ、多様
な技術流出の実態に応じて段階的か
つ適切な技術流出対策を講ずべく、情
報収集を進めるとともに、制度面も含
めた枠組み・体制の構築について検討
を進める。【内閣官房、科技、関係府省】    

・2021年補正予算において、基金を活用
して重要技術の実用化に向けた強力
な支援を行う「経済安全保障重要技術
育成プログラム」を新たに創出するた
め、2,500億円を計上。ＪＳＴとＮＥＤ
Ｏそれぞれ1,250億円の基金を造成。 

・経済安全保障推進法が成立し、官民技
術協力・特許出願の非公開等に関する
制度を創設。 

・留学生・研究者等の受入れ審査強化の
観点から、引き続き、在留資格認定証
明書交付申請及びビザ発給について、
必要に応じて過去の実績や具体的な
研究内容等に関する資料等を求める
取扱いを実施中。 

・2022年度予算において、留学生・研究
者等の受入れ審査強化に係る体制を
整備するため、出入国在留管理及びビ
ザ発給に係るシステムの改修経費を

・我が国の技術的優越を確保・維持する
ため、重要技術の明確化、重視する技
術分野への重点的な資源配分、適切な
技術流出対策等を実施する観点から、
以下の施策を早急に講ずる。【内閣官
房、科技、関係府省】 
- 関係府省と連携し、公募に必要な文

書の作成や、研究開発のビジョン
や、テーマを取りまとめて、2022年
度中に最初の公募を開始予定。ま
た、先端的な重要技術の育成を進め
るプロジェクトを早急に強化し、
5,000億円規模とすることを目指し
て、実用化に向けた強力な支援を実
施。（再掲） 

- 官民技術協力の制度について、基本
指針の策定をはじめ円滑な実施に
向けた準備を進める。 

- 特許出願の非公開制度について、必
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計上したほか、出入国在留管理庁、外
務省及び経済産業省で計40人の定員
増を計上。 

・大学・研究機関・企業等の内部管理体
制の強化を図るため、外為法、不競法、
技術情報管理認証制度を含む機微な
技術の管理等に関する説明会を開催
するとともに、専門人材の派遣による
個別相談等を通じて、内部管理体制の
構築・強化を支援。 

・2021年６月、ＦＡが実施する研究開発
事業に関する安全保障貿易管理の要
件化の実施方針に係る関係府省課長
級会議を内閣府主催で開催し、５ＦＡ
（ＪＳＰＳ、ＪＳＴ、ＡＭＥＤ、ＮＡ
ＲＯ、ＮＥＤＯ）事業の安全保障貿易
管理の要件化に向けた実施方針を決
定。実施に当たっては、手続の効率化
のため、府省共通研究開発管理システ
ム（e-Rad）の活用を検討。2021年８
月、内閣府のe-Rad運営委員会におい
て、安全保障貿易管理の要件化に係る
改修方針を決定し、現在改修に向け作
業中。 

・外為法上の投資審査・事後モニタリン
グについて、関係府省の連携を強化す
るとともに、執行体制を強化し、審査
能力の底上げを実施。指定業種の在り
方に係る検討を含め、関係府省間での
議論を継続。 

・既存の国際輸出管理レジームを補完す
るため、機微技術の輸出管理につい
て、当該レジーム参加国等との間で議
論を実施。 

・外為法上の「みなし輸出」管理の運用
明確化のための制度改正を2021年11
月18日に公布し、2022年５月１日に施
行。 

・2022年度予算で、経済インテリジェン
スに係る人員について約130人の定員
増を計上。 

要なシステム整備を含め円滑な施
行に向けた取組を進める。 

- 引き続き、関係府省と連携を図りな
がら、留学生・研究者等の受入れの
審査強化に取り組む。 

- 大学・研究機関・企業等における機
微な技術情報へのアクセス管理、管
理部門の充実や内部管理規程の策
定など内部管理体制が一層強化さ
れるよう、引き続き説明会の開催や
専門人材の派遣による個別相談等
を実施するとともに、各地域の大学
等で形成されている自律的なネッ
トワークの取組も活用しつつ、産学
官による取組を推進。政府として、
当該実現に向けて必要な意識啓発
と制度面を含めた対応を一層充実
させ、実効性を向上させつつ、大学・
研究機関・企業等の負担軽減のため
の取組を実施。 

- 事業者における技術情報の適切な
管理体制の構築・強化を後押しする
ため、技術情報管理認証制度の普及
啓発や制度・運用改善に係る取組を
推進。 

- 政府研究開発事業から安全保障貿
易管理の要件化の対象事業を選定
し、資金配分先の安全保障貿易管理
体制の構築を要求。要件化に係る手
続の効率化に向けてe-Radの改修に
取り組む。また、一層の技術流出防
止に向けて対象事業を継続的に拡
大。 

- 引き続き、外為法上の投資審査・事
後モニタリングについて、政府全体
として審査能力の向上等を図る。 

- 引き続き、既存の国際輸出管理レジ
ームを補完する安全保障貿易管理
上の取組を進める。 

- 2022年５月１日に施行される外為法
上の「みなし輸出」管理の運用明確
化について、大学・研究機関・企業
等に対して周知及び啓発を図り、適
切な運用を実施。 

- 引き続き、経済安全保障に係る情報
の収集・分析・集約・共有に必要な
体制を強化。 

 
  




